
長野県中学校総合体育大会に参加可能な拠点校部活動（委任指導を含む）について 

 

 すべての中学生に運動やスポーツの楽しさ・喜びを味わわせる機会を保障するために、長野県中学校総

合体育大会に出場することができるように道を拓くとの観点から、拠点校部活動（委任指導を含む）につ

いて以下のように整理する。 

 

１ 拠点校部活動（委任指導を含む）とは 〔以下 拠点校という〕 

在籍校に希望する部活動がないこと等の場合に、参加を希望する生徒を近隣の学校が受け入れる

というものである。運動部活動に参加したい生徒の救済事業として推進する活動であり、勝利至上主

義のための活動ではない。 

 

２ 事業主体と実施主体 

実施の事業主体は、市町村教育委員会または長野県教育委員会、郡市中学校長会（以下、事業主体）

とする。 

 実施主体は、市町村立中学校、義務教育学校とする。 

 

３ 実施対象校 

  実施対象校は、事業主体の判断に委ねる。 

 

４ 実施期間 

  原則１年間（年度単位）とするが、継続も拒まないものとする。もしくは、事業主体の判断に委ねる。 

 

５ 拠点校を実施するに当たって必要な手続き 

部がない学校が、部のある近隣他校へ部活指導の委任を行う際には、在籍校の課外指導として位置づけ、

学校管理下としての活動となるため、以下の点を参考に計画・運営を行う必要があり、管轄の市町村教委へ

の申し出や承認についても、それぞれ確認が必要になる。 

（１）拠点校を依頼する学校の校長は、郡市中学校校長会に申し出る。郡市校長会で審議・判断する。 

   （市町村教育委員会が主導している場合は校長会による審議・判断は不要） 

（２）郡市校長会での判断を受け、拠点校に係る依頼及び承諾等の文書による取り交わしを行う。 

   【様式１】拠点校「依頼書」 保護者（A） ⇒ 在籍校の学校長（B） 

   【様式２】拠点校「依頼書」 在籍校の学校長（B） ⇒ 依頼先の学校長（C） 

   【様式３】拠点校「承諾書」 依頼を受けた学校長（C） ⇒ 在籍校の学校長（B） 

 

６ 実施上の留意点 

  原則は、事業主体の作成した実施上の留意点によるものとする。 

（１）大会等への参加 

   登録については（拠点校のみの登録か関係学校すべての登録）、事業主体の判断に委ねる。 

大会参加等の連絡は、拠点校が対応する。 

（２）拠点校への移動 

   拠点校への移動に関しては、実施主体の判断に委ねる。 

（３）安全管理 

 ・在籍校から拠点校への移動は、在籍校の指示による。 

 ・活動中は、拠点校の規則・指導者の指示に従う。 

 ・在籍校及び依頼先の学校の指導のもとでの移動・活動中での事故については、スポーツ振興セン 

ターの災害救済給付が適用する。 


